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第 8回  今後 の介 護 人材養 成の在 り方 に関す る検討会 議 事録

1.日 時 :平 成 22年 12月 22日 (水 )10:00～ 12:00

2 場 所 :航 空 会 館 7階 大 ホー ル

3 議 事

(1)「 今 後 の 介護 人材養 成の在 り方 に ついて 」(骨 子 案 )に つ いて

(2)そ の他

4 議 事 の 内容

○駒村委員長 定刻になりましたので、ただしヽまより、第 8回 「今後の介護人材養成め在

り方に関する検討会」を開催いたします。

委員の先生方におかれま しては、御 多用の ところ御出席いただきま して、大変あ りが と

うございます。

まず 、本 日の委員の出欠状況 について、事務局 よ り御報告 をお願 いいた します。

○事務局 本 日は、馬袋委員が御欠席 とい うことでございます。なお、藤 井委員について

は、少 々遅れ ているとい うことでございます。また、川原委員の代理 といた しま して、全

国小規模 多機能型居宅介護事業者連絡会の宮島副代表に、平川委 員の代理 といた しま して、

介護老人保健施設 グ リー ンガー デン橋本の光山理事長 に、桝 田委 員の代理 といた しま して、

公益社 団法 人全国老人福祉施設協議会の本永介護保険委 員会嘉J委 員長にお越 しいただいて

お ります。

なお、宮島委員代理 におかれ ま しては、11時 半 ごろに退席予定 とい うことで 1司 つてお り

ます。

続 きま して、本 日の配付資料 の確認 をさせ ていただきます。本 日は、資料 1か ら資料 4、

参考資料及 び北村委員提出資料 を配付 させていただいてお ります。欠けて いる資料が ござ

いま した ら、事務局までお申出 くだ さい。

なお、机上の ファイルは前 回までの資料でございます。乱丁落丁 ございま した ら、併せ

て事務局までお申出 くだ さい。

以上です 。

○駒村委員長 それでは、議事 に入 りたいと思います。本 日の議事は、「今後の介護人材養

成の在 り方 について」(育子案 )に ついて議論 したいと存 じます。

それ では、議事についての資料に関す る説明を事務局 よ りお願 いいた します。



○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料の説明 をさせていただきたいと存 じます。

まず、資料 1で ございます。「今後の介護人材養成の在 り方 について」とい うことで、こ

の検討会 において おまとめいただ く報告書の骨子 を、事務局において案 と して作成 させ て

いただ きま した。 おおむね、これまでの議論 をま とめる形で作成いた してお りますが、一

部、本 日改めて御議論 いただきたい点にっきま しては、資料 2と 資料 3に Bllに して論点 と

して掲 げさせ ていただいてお ります。 llFを 追 つて説明 させていただ きます。

まず 、資料 1で す。¬ページ、「は じめに」は報告書の段階で書かせていただ くといた し

ま して、Ⅱか ら骨子 を書かせていただきま した。「介護人材 を取 り巻 く状況」で ございます 。

ここでは背景 とな る数字 を拾 つてお ります。平成 20年 の介護職 員は約 128万 人。また 、将

来の見込み と しては平成 37年 に約 212～ 255万 人 と書 いて ございます。

介護福祉士につ きま しては、平成 20年 は (406万 人)人 が働 いている。 ここ数年 は 4

～ 5万 人程度増加 しているとい う状況に ございます。介護分野以外で働 く介護福祉 士 ある

いは資格 を持 ちなが らも就業 してい らつ しゃらない介護福祉士の方 もいらっ しゃつて、登

録者数全体で約 80万 人 という状況に ございます。

一方で、労働 力人 口が減少す るとい うことがあ り、また、近年の労働市場 にお きま して

は有効求 人倍率が急上昇 し、その後、低下す るとい う状況 をた どつてお ります。

しか し、中長期的には上記の ような需給状況か ら、人材難の傾 向が続 くとい うことで、

人材確保対策 を講 じてい くことが重要 と書かせていただいています。        .

介護職 員に 占め る介護福祉士の割合の 目安につきま しては、後ほ ど資料 3で 御紹介 申 し

上げます。

1ペ ー ジの下の方 、「介護人材の養成体系について」。 これは、今まで御議論 いただ いた

内容 をなぞる形で整理 してお ります。

毎年 5～ 7万 人の介護織員の確保の必要性、介護職員を安定的に確保 してい くため には、

介護の世界で生涯働 き続 けることができるという展望 を持てるよ うなキヤ リアパスの整備

が必要 と書 いて ございます。

多様な経歴の方々が介護の仕事へ参入できる間口を維持 しながら、段階的な技能形成、

キヤリアアツプを可能にすることが必要 とまとめてございます。また、キャリア形成に応

じた適切な評価をしていくよう、報酬面での担保をして いくことが必要と書いてございま

す。 ′

キャリアパスの全体像につきまして、 2ペ ージに書いてございます。現在、キヤリアパ

スにおきま してはさまざまな研修・資格がございます。一方で、ホームヘルバーは訪間介

護等の在宅サー ビスを念頭に置いている。介護職員基礎研修と介護福祉士は在宅・施設を

問わない資格としており、それぞれ十分に連動 した関係とはなっていないということでご

ざいます。また、介護福祉士資格取得後のキヤリアパスについては、現在のところ、十分

な仕組みがないという状況でございます。

そこで、①～③までに分けま して、介護福祉士資格の取得段階を整理 してみま した。



①介護職への入職段階。基本的な介護業務を実践する能力が求められる入職段階であり
「初任者研修」 を通 じてそのような能力を修得することが必要 としてございます。

② は、一定の実務経験か ら介護福祉士資格取得を した段階 と,い うことで、 この段 階にお

きま しては、利用者の状態像 に応 じた介護 、医療職 との連携 を行 うための幅広い領域の知

識・技 術 を修得す ると して ございます。これは当然の ことなが ら、
1介

護福祉士資格 の取得

者に期待 され る能 力とい うことになろうか と存 じます。

③ ですが、介護福祉士資格取得後、更に一定の実務経験後 とい うことで、 この検 討会に

おいては、仮称 で ございますが、認定介護福祉士という形で紹介 させていただいた内容 を

書いて ございます。養成課程で修得 した知識・技術 を、実務経験 を通 じて確固たるもの と

した上 で、多様 な生活障害 を持つ利用者に質の高い介護 を実践 し、介護チームの中でキー

パー ソンとなる とい う整理 を して ございます。

3ペ ー ジで ございますが、介護福祉士に至るまでの養成体系の在 り方について詳 しく書

いて ございます 。

まず① ですが 、ホームヘルパー 、介護職 員基礎研修、それか ら、 6月 の研修 とい うふ う

に言 つてお りま したが、 この骨子案では「実務者研修」 とい う仮称 を置かせていただいて

お りま して、その実務者研修の関係については、後ほど資料 2で 御議論のための資料 を紹

介 させ ていただ きます。

② と しま して、実務者研修の見直 し。19年 改正で、実務者研修 (6ヶ 月研修 )の 受講が

義務 づ け られたわ けです けれ ども、一方で、 この研修については さまざまな御議論 がある

ところで ございます。研修時間を具体的に悔時りとすべ きかについては、後ほ ど資料 2の

方で御 議論のための議論 を紹介 させていただきます。

それか ら医療 的ケアの点、介護福祉士に至るまでの養成体系の在 り方の抜本的な見直 し

と具体 化、更に十分な研修受講策 を講 じる必要がある。また、十分な広報体制が必要であ

るとい つた ことか ら、施行に際 して一定の準備期間が必要 と考 えてお ります。

「そのため」 とい うことで ございますが、受験要件 と しての 6か 月間の実務者研修の修

了義務 化の施行時期 を 3年 間延期 し、平成 27年 度とするとい う案 をださせていただ いてお

ります 。なお、施行は 27年 度 といた しま しても、実務者研修 自体は無理な く受講がで きる

よ うに、できるだ け速やかに実施 され ることが望ま しいとい うことも併せて書かせ ていた

だいて お ります 。

それか ら、実務者研修は数年間かけて少 しずつ修 了すればよい。また、通信教育の積極

的な活用 も うた つてお ります。更に、身近 な地域で研修受講で きる環境の整備、過去の研

修受講 の評価、研修受講費用の支援、また、人員確保に対す る支援など、 さま ざまな受講

支援 策 について も うた ってお ります。介護職員や事業者の皆様 に対する積極 的な情報発信

につ いて も書いて ございます。

4ペ ー ジ、介護福祉士資格取得後につきま してです。現在の ところ、介護福祉士 資格取

得後 の展望 を持 て るよ うなキ ャリアパスの仕組みが十分でない とい う認識の下に、介護福



祉士資格取得後 、一定の実務経験 を経て、幅広い知識・技術を身につけ、質の高い介護 を

行い、他の介護職 員 を指導できる レベルに達 した介護福祉士を職能 団体が主役 とな って認

定す る仕組み 、仮称で ございますが、認定介護福祉士 を設 けてい くことが必要 と して ご ざ

います。

その上で、認 定介護福祉士の運用状況、また、研究成果などを踏 まえま して、特定分野

によ り深化 した専門的知識・技術 を持つ介護福祉士の養成等の在 り方 を検討 してい くこ と

が適 当 と してお ります。

この認定介護福祉士の具体化に向けた検討は、職能団体が主役 とな つて行 つては ど うか。

更に、その検討段階か ら関係団体や学識経験者の参画 を求める。また、現場の方々の意 見

も十分 に聞 くとい うことで、十分 に現場で機能す る仕組みにす ることが必要 として ござい

ます。当然の ことなが ら、すべての介護福祉士 を対象 とす ることを前提に してはどうか と

書いて ございます。

また、広報 の件、処遇の件、福祉人材確保指針への位置づけ、研修 内容 についての不 断

の見直 し、また、認定す ること自体 を更新制 と してい くことについても検討すべき、 とい

うことを書 いて ございます。

Ⅳ、関係者への丁寧な説明の ところです :こ の検討会でもさま ざま御指摘があ りま した

けれ ども、研修 の必要性・内容・ 目的などについて丁寧な説明が必要 ではないかとい うこ

とを書 かせ ていただいてお ります。

更に、養 成施設卒業者に対する国家試験の義務づけでございますが、今後 、介護福祉 士

の養成 カ リキ ュラムに医療的ケアの内容 を追加す る ことになる等の課題 もあ り、一定の検

討が必要 とい うことであ ります。

この よ うな点 を考 えると、実務者研修の施行時期 を 27年 度に延期す ることに併せて、介

護福祉士養成施設卒業者に対する義務づけについて も、平成 27年 度 まで延期す ることが適

当とい うま とめ を してお ります。

以上 が、今 までの議論 を踏 まえた骨子案の内容で ございます。

一方 で、今 日の場において更に御議論いただきたい点が ございますので、それ を資料 2

と 3で ま とめ させ ていただいてお ります。

資料 2か らご らん いただきたい と思います。まず 、 1ペ ー ジの (1)は 養成体系の全 体

像で ございます。各段階に求め られ る役割 を明確 に してい くことが適 当 と して ございます 。

(2)で すが 、介護福祉士に至 るまでのキ ヤ リアパス と研修 につ きま して、ホー ムヘ ル

バー と介護職員基礎研修の扱いについて論点 と して挙 げてお ります。

ホー ムヘルバー 2級 相当の研修 は、「介護職員 としての導入的な研修」、いわば初任者研

修 とい う位置 づ けと してはどうか、研修内容につきま しては、在宅・施設 を問わず 、介護

職員 と して働 いてい く上で基本 となる知識・技術 を修得できる導入的研修 となるよ う、今

後、見直 してい くことが必要ではないか と して ございます。ホームヘルパー 1級 について

は、24年 度 に介護職 員基礎研修 と一本化 され ることが予定 されてお ります 6



②は介護職員基礎研修です。後の課題とも関連いた し́ますけれども、養成体系を簡素で

わか りやすいものとする観点から、既に介護職員基礎研修を修了した方々に対する十分な

配慮は必要でございますが、実務者研修の施行に合わせて、介護職員基礎研修 と実務者研

修とを一本化 してはどうかということで挙げさせていただきました。

2ペ ージロでございます。従来、「600時 間課程」と言われた り、あるいは、この検討会

における資料では「 6月 の研修」とさせていただいたものですが、 6月 (ろ くつき)と い

うと6月 (ろ くがつ)研 修というら、うに間違われやすいこともあり、この場では改めて、

実務者研修 という仮称をつけ、「6ヶ 月研修」と括弧書きをさせていただきま した。従来話

題にしていたもの と同 じものでございます。

上 か ら説 明 して ま い ります 。 19年 改 正 で は 、認知症 高 齢者 の増加 、ある い は 「措置 」か

ら「契 約 」 への 変 更 、成 年後見 ・権 利 擁護 への対応 、介 護福 祉 士 に新 しい役 割 が 求 め られ

る とい う認 識 の 下 、実 務経験 だ けで は 十分 に修 得 で きな い知 識 ・技 術 を身 に つ け る ことが

必 要 と い う ことか ら、 6ヶ 月間 の研 修 の受講 が義務 づ け られ た とい うことで ご ざいます 。

この実務者研修 におきま しては、「幅広い利用者に対 して、基本的な介護 を提供できる能

力を修得す る」 とい う、 2年 以上の養 成課程における教育止の到達 目標 と同様の水準に至リ

達する ことを目指 しているところで ございます。

その一方 で、本検討会で実施 した各種の調査、資格取得方法の見直 しに関す る意見に関

す る調査 、あるいは、 この検討会の場 に現場職員の方々においでいただき ヒァ リングを実

施 させ ていただいた ところですが、継続的な 自己啓発、研修の必要性 とい うのは皆様 お感

じです けれ ども、実務者研修の 目的・内容については、理解はまだ十分に浸透 していな い。

「研修時間が長過 ぎる」 という負担感 をお感 じになっている方々が多いとい う状況で ござ

います 。

この よ うな状況 におきま しては、介護職員の方々の、介護福祉士への資格 を目指そ うと

い う意欲 を減少 させないような配慮が必要 ではないか と書かせていただいてお ります。

社会福祉制度や 医学的な知識につ きま しては、実務経験だ けでは十分に修得できないけ

れ ども、利用者や家族 とのコ ミュニケー シ ョン、あるいは信頼関係の構築につ きま しては、

実務経験 を通 じて こそ身につ くとい う意見 もございます。

こう した点を踏 まえま して、幅広 い利用者に対 して、基本的な介護 を提供で きる能力を

修得す るために必要な研修内容 を確保するという考え方 は維持 しなが ら、実務経験 を通 じ

て修得で きる知識 ・技術を改めて検討・整理 し、実務者研修 、従来 600時 間 、あるいは 6

月研修 と言 つてお りま した この研修の時間数を、450時 間程度 と してはど うか と して ござ

います。

また 、実務者 研修の施行に併せま して、現場で働 きなが らでも研修 を受講 しやすい環境

を整備 してい くべ きという御意見は、 この検討会で多 くいただいてお りま した。また、実

務者研修の趣 旨・目的、支援策の内容について法律上は 6月 以上 と規定 され てお りますが、

数年か けて研修 を終えることも可能であることなどを現場に伝 えてい くべ きではないか、



とま とめてお ります 。

研修支援策の例 につきま しては、通信教育の活用 、身近な地域 において研修 受講 を可能

とす る、過去に受 けた研修受講 をきちん と評価 してい く、受講者の費用負担の軽減 に対す

る支援 、事 業者 において代替職員の確保に支障 を来す ところも予想 され。ますので、そ う し

た事業者への支援 とい うことが支援策 として考 え られ るということで、例 と して掲 げ させ

ていただ いてお ります。

後 ろに付 いて お ります資料、 3ペ ー ジロは三角形の図でございますが、 これは従来か ら

の図で ございます 。 4～ 11ペ ー ジも従来 と変わ らない資料でございます。

資料 2の 12ペ ー ジですが、6月 研修の教育カ リキユラムのイメー ジを掲 げ させ ていただ

いてお ります。基本的には 1,800時 間課程 とメニューは同 じということを考 えてお ります

が、 1点 だ け、医療的ケアにつきま しては、今回新たに入 つて くる医療分野 にな りますの

で、医療的ケアに関す ることを追加 してお ります。 トー タルでは 45o時 間程度が適当では

ないか と考 えて いるところで ございます。

13ペ ージですが、実務経験のある方が新たに学習するときの負担を懸念される声が大変

多うございました。そのため、仮にスクーリングを45時 間とした場合にはどのようなこと

になるかということを絵にしてみたものでございますcス クーリングの時間数が 45時 間と

仮定した場合におきましては、通学が 1年 で修了するとした場合におきましては、通学は

2か 月に 1回 程度 、通信学習時間が 8時 間程度ですが、週 1回 を 4時 間、週 4回 を 1時 FE5

とい うモデルケー スが考 えられ るのではないか とい うことで図に してみ たもので ございま

す。

ホームヘルパー 2級 取得者の場合は、当然の ことなが ら、その分が免除 され る ことにな

りますので、も う少 し短い時間の学習時間で済む ことになるか と思 います。そ うい つたイ

メー ジを 13ペ ー ジで出させていただきま した。

資料 3、 「介護職 員に占める介護福祉士の害1合 について」でございます 。論点に書 いてあ

るとお りですが、質の高い介護サー ビスを提供 してい く観点か らは、介護職 員に 占め る介

護福祉士の割合は高 い方が望ま しいとい うのは、言 うまでもないことで ございます 。一方 、

今後更 なる高齢化が進んでい く中で、現在の倍程度の介護職員が 2025年 には必要 にな ると

い うことで ございます。

そ うした ことか ら、質の高い介護サー ビスの提供 と、介護職員の確保 とい う 2つ の 目的

を両立 させ てい く観 点か ら、介護職員に占め る介護福祉士の割合について、 どの程度の水

準 を目安 とすべ きか という点で ございます。例 えば、 5割 以上 とい うのが 目安 と してもあ

り得 るか どうか とい うところで ございますが、少 し基礎情報に関す る資料の御紹介 を申 し

上 げたい と思 います。

2ペ ー ジ ロは、今までの介護福祉士登録者の推移 で ございます。22年 度の 9月 末に おき

ま しては 89万 8,429人 の登録 をいただいてお ります 。

3ペ ー ジ ロ、平成 20年 におきま しては、介護職員の うち介護福祉士の割合は、施設・在



宅合わせ ます と 317%ま で来てお ります。

4ペ ー ジ ロは、その 3ペ ー ジの図を施設 と在宅に分 けて見た図ですが、左側が施設サー

ビス。施設サー ビスにおきま しては、既 に介護職 員の うち介護福祉士の害1合 は 44%ま で来

てお ります。一方 、居宅サー ビスにつきま しては、最近 、急速に介護福祉士割合が伸 びて

きて お ります けれ ども、27%程 度 とい う状況にございます。

5ペ ー ジ ロは介護の担 い手 と介護職員の見通 しで ございます。労働力人 口が今後減 って

い くことが予想 され る中で、必要 とされ る介護職 員の数は増 えてい 〈とい うこと。 この こ

とを考 えて どう考 えるか とい うことで ございます。

6ペ ー ジ ロ、介護職員 と介護福祉士の状況です 。あ くまで機械的な計算 にす ぎないわけ

です けれ ども、介護職員に占める介護福祉士の割 合ですが、平成 16年 か ら 27年 度 まで平

均値 47万 人で機械的に増加 していった場合には、介護福祉士の割合はこの ように伸 ばす

ことが可能 になるとい う図で ございます。あ くまでも機械的な試算で ございます。

7ペ ー ジ ロですが、有効求人倍率 と失業率の動向で ございます。有効求人倍率 と失業率

の関係 につ きま しては相反す る関係にあるわ けですが、左側 は、有効求人倍率 (介 護分野 )

と失業率の関係 について折れ線グラフで示 したもので ございます。右側 |よ 、有効求人倍率

と失業率の 20年 ～22年 の関係で、足元では有効求人倍率が 114ま で下が りま したが、123

まで上が ってきつつあるとい う状況に ございます。

8ペ ー ジ ロ、都道府県 ごとに見 ると、非常に大 きな差があることが見て とれ るか と存 じ

ます 。基本 的には介護関係職種の有効求人倍率は地方 よ りも都市部において高 しヽわ けです

が、東北、北海道、九り11、 沖縄につきま しては 1.0を 下回つている場合が 多いとい うこと

で ございます。

9ペ ー ジ ロは、離職率・入職率の状況で ございます。入職率 と離職率 を比べ てみます と、

全産 業で比べた場合、入職率は介護職員の方が圧 1割 的に高い ことが見える ということであ

ります 。

10ペ ー ジ ロ、介護労働者の属性 です けれ ども、女性が多い、あるいは非正規雇用が多い

とい う状況 を見て とれます。介護職員の方々の状況はそのよ うになつています。

11ペ ー ジ ロです けれ ども、年齢層を見てみ ます と、介護職 員 と訪問介議 員を比較 いた し

ます と、訪 問介護 、ヘルパーの皆様の方が年齢層が高い傾向にあ ります。また、介護労働

者が保有す る資格男1の 年齢構成 を見ます と、介護福祉士の取得者は 20代 ～30代 の方 々が

非常 に 多いけれ ども、ヘルパー 2級 の取得者については 50代 ～60代 の方 々が多いとい う

状況 で ございます。

賃金の関係 については、12ペ ー ジ、13ペ ー ジに ございますが、省略 させていただ きます。

14ペ ー ジ ロ、介護労働者の保有資格別賃金でございます。勤続年数 と平均年齢の要素の

違いが ございま して、単純な比較 はできませんけれ ども、介護福祉士の平均月給は、ホー

ムヘルパー 2級 取得者 よ りも 26万 円程度高 いという結果が出てお ります。

更 に 15ペ ー ジロです。ホームヘルパーの平均年齢は大体 40代 前半で推移 してお ります



けれ ども、近年、少 し上昇傾向にあるとい うことが言えるか と思 います。また一方 で、勤

続年数 につきま しては 4～ 5年 程度で推移 してお ります。

福祉施設の介護職 員の皆様におきま しては、平均年齢 35歳 程度 で推移 してまい りま した

が、平成 21年 には 37.6歳 とい うことで上昇 を見てお ります。一方で勤続年数 は 5年 程度

で推移 してお りますので、それか ら推測 します と、もしかす ると入職 され る方 々の年齢が

上が つた可能性があるとい うことが言えるか と存 じます。

16ペ ー ジロ、現在 、ホームヘルパー 2級 を持 つていらっしやる方が介護福祉士 を目指 し

ていただ くことが重要になるわ けです けれ ども、ホームヘルパー 2級 取得者の方々の介護

福祉士の資格取得の御意向で ございます。下の円グラフをごらん いただきます と、資格取

得の予定がない とい う方は半数以上 にのぼ つてお ります。そ して、介護福祉士 を取得 しな

い理 由 とい うところで、「自分の年齢 を考 えると必要性 を感 じない」と回答 した方が 1害1以

上にのほ つているとい う状況が ございます。

最後 、17ペ ー ジロで ございますが 、介護労働者の保有資格で ございます 。介護労働者の

資格取得の状況 を見ます と、勤続年数 20年 ぐらいまでは、勤続年数が長 くな るほ ど資格取

得の割合が高 くなる傾向が ございま して、 10年 以上 20年 未満の方々につしヽて見 ます と、

約半数の方 々が介護福祉士資格 を取得 しているとい う状況があ ります。 こう した ことを踏

まえて、介護労働者の中で、当面、どれ ぐらいの介護福祉士の方がい らっ しゃることを目

安 とすべ きか とい うことで、資料 を用意 させていただきま したも

長 くな りま したが、あ りが とうございま した。

○駒村委員長 資料の御説明、あ りが とうございま した。

それでは、「今後の介護人材養成の在 り方 について (骨 子案 )」 について議 論 したい と存

じます。まず は資料 1と 資料 2、 この 2つ の内容につきま して、各委員の御認識 、お考 え

を御発言 いただきたいと思います。よろしくお願 いいた します。

石橋委員、お願 いいた します。

○石橋委員 骨子案 と資料 2に ついての御意見 を申 し上げたいと思 います 。

これ は、前 か ら申 し上げてお ります けれ ども、平成 19年 の社会福祉士及び介護福祉士の

法律改正の意 義 とい うのは、今、求め られてお ります、多様 で高度な介護 二一 ズに対応で

きる介護福祉 士 を養成す るために、基本的には「量か ら質」への転換 を図 る ことが一番大

きな 目的だ つた と思 つてお ります。併せて、介護福祉士の資格 を、ほかの専門職 と同等の

資格 となるよ うに評価 を高めるため とい うことでもあ り、法律改正は当然必要 だ つた と思

ってお ります。また、その ことを通 じて介護職員の待遇の改善 を図 ることに した と思 つて

お ります 。そのために、介護福祉士の定義規定や義務規定、資格取得方法の一元化が行わ

れ ることにな つたわ けでございます。

そのときに教育内容についての見直しも行われておりました。資格取得時の至1達 目標に

達成するためには、少なくとも 1,800時 間は必要ということになりまして、これをすがて

の人たちに受けていただくのが当然だと思いますが、そうは言いながらも、実務経験コー



スの方 たちに対 しては、実務経験 3年 等を配慮 してカ リキュラムの見直 しも行われ ている

わ けで ございます 。当然 、1,800時 間 と同等 となることが前提 で 3年 間の実務経験 を配慮

しても最低限 6か 月以上 600時 間の課程が必要だとい うことであ り、その当時は皆 さん も

その よ うに認識 された と思 ってお ります。そのような ことを踏 まえれば、 これ も何 回も申

し上 げてお ります けれ ども、介護福祉士の資格取得方法の一元化については、いろいろ理

由が あるかもわか りませんけれ ども、予定 どお り、24年 度に施行 し、実務経験 コース も当

初の 予定通 り、600時 間 とす ることが望ま しいと思 ってお ります。

また 、先ほどの資料 2の 案で ございます。現在、医療行為の カ リキュラムがモデル事業

で 50時 間程度等行なわれ てお りますが、今回の案では、それ も含めて 450時 間 と示 され て

お ります。したが つて、当初の予定 され ていた 600時 間 III修 が実質 400時 間にな ってお り、

200時 間 も減 っているとい うことは到底あ り得ないことだと思 ってお ります。

その研修時間の どこが 1,800時 間 と同等になるか、これではきちん と説明できないと思

います。 19年 度法律改正時の説明でも、実務経験のコースについては 6か 月 600時 間 と、

ほかの 関係団体 に も説明 され て、それで皆 さんも納得 された と思 っています。それ にもか

かわ らず、まだ実 行 もされず、その ことのよ しあ しの検証も行われ ていなしヽ状況で、あ 〈

まで も時間数を減 らす ことが前提で、根拠のない時間の示 し方については反対 と言わ ざる

を得 ません。

また 、現在の介護福祉士の養成課程 については、昼間は 2年 間ですが、夜間 コー ス とい

うのが あ ります。その夜間コースの場合についても、 1,800時 間は履修 しないといけない

とい うことで、 2年 の ところを 3年 間学んでいるわ けです。昼間は普通に介護の現場等で

働 いて、夜間に 3年 間通 いなが ら 1,800時 間 をきちん と学んで資格 を取 つている人たちも

いるわ けです。本来、働 きなが ら資格 を取 る場合はそ うあるべ きです。今回の法律改正で

は実務経験のコースに配慮 して 600時 間課程 を設けたわけです けれ ども、今後の養成課程

の夜 間の 3年 課程 との整合性 はどうなるのか。片や、働 きなが ら 1,800時 間学んで いる。

片や、同 じように lC」 いているけれ ども、600時 間、これは 450時 間になるかもわか りませ

んけれ ども、それ で同 じ立ち位置 とい うのはどう考 えても整合性が とれないので、その こ

とにつ いても考 えていただきたいと思 つてお ります。

学ぶ時間数を減 らす ことが 、本当に介護福祉士 を目指す人たちのためになつているのか、

また、サー ビス を受ける利用者 さんのためになつているのか とい うこともよ くよく考えて

いただ きたいと思 います。それよ りも大切なのは、行政 とか事業者の方たちが、介護者に

対 して、働 きなが ら学びやす い環境 づ くりをどのよ うに行 つてい くか を十分に検討 し、そ

れ を実現す るとい うこと。 と同時に、キャ リアパス、キャリアラダーの仕組み を介護施設

や事 業所に構築 、実行、定着 できるよ うしてい 〈ことが何よ り大切か と思 います。

併せ て、 これ も何回も申 し上 げてお りますけれ ども、介護職 員の賃金の向上 を含 めた待

遇面の向上など、介護労働環境の改善 と介護福祉士の社会的評価の向上 を行 うことなど、

そのために平成 19年 に見直 されま した、福祉人材確保基本指針 については、しっか りこれ



を実現す ることが大切なのではないか と思 つてお ります。いずれに して も、実務経験 コー

スの在 り方、600時 間のカ リキ ュラム、内容については、一定の評価、検証 とい う仕組み

を今後 していかなければいけませんので、その ことについて もきちん と骨子案の中に入れ

ていただ きた いと思 つてお ります。

資格 を取 るまでの訪間介護 員、介護職員等の基礎研修の在 り方 の見直 しの方 向性 に関 し

ま しては、示 された方向性でよろ しいのではないかと思 つてお りますが 、ただ、先ほ どの

説明の中で、ホームヘルパーの研修 を受けた人 |ま 130時 間そのまま、600か 450か わか り

ませんが、そ こか ら免除するとい うのはやは り問題があると思 つてお ります。実務経験 が

ある方 は実習 な どの一定の時間数が免除 されているにも関わ らず 、ホームヘルパーの研修

の実習 30時 間 を更に免除す ることは整合性が取れませんのでそ こは再検討が必要です。

これ は後の議論になるかもわか りませんが、介護福祉士の割合については、介護現場 の

質 を担保す る観点か ら、 ここで示 されている「少な くとも 5害1以 上」 とい うのは一つの 目

安にな るのではないか と思 つています。ただ、少な くとも正規職 員に関 しま しては、介護

福祉士の資格 を持 つた方たちが担 つてい くべ きであ り、介護福祉士の資格 は任用資格・業

務独 占に して い くことが、将来的な方向性であると思 ってお ります。

介護職員のキ ヤリアパスの在 り方に関 しま しては、 ここに示 されているよ うに資格 を取

ってか らは介護福祉士の職能団体が主役 とな つて担 ってい くとい う趣旨には特 に異論 はな

いところであ ります。

とりあえず 、全体の骨子案の感想等 を申 し上げま した。以上です。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございま した。ほかの委員、いかがで しょうか。

田中委員、お願い します。

○田中委員 介護協で ございます。一、二点、まずは申 し上 げたい と思 います 。

1ペ ー ジの基本的な考 え方 とい うところで ございます。ここで「介護職員」 とい う名称

を使 つてお られ ますが、 これ は非常に広い範囲の とらえ方 をされているので、 こうい う全

体の流れ にな つているのではないか とい う応、うに受け取 つてお ります。 しか しなが ら、 こ

こで議論 され ていることは、介護福祉士を現場の人が どのよ うに取得 してい くか とい うこ

とです か ら、 ここで、介護福祉士 とい うものの現在の我が国の システムは どうな ってい る

か とい うことをきつち りと明記 していただきたいと思 つてお ります。

それ はデュアルシステムであ ります。養成校ルー トと、もう一方 で実務経験 ル† 卜、 こ

うい うことを認めている国であ ります。 この文 を読んでいます と、養成校ルー ト、いわゆ

る 1,800時 間 とい うものが全 く欠落 しているということで ございますので、 どこかにそ う

い うことを明記 していただきたい と思 つてお ります。養成課程 とい うのは、介護福祉士 と

い うもの を、その 目的、 日標 を達成す るために教育計画 をつ くり、教育編成 を して、短期

大学では 2年 間で 62単 位、専門学校では ¬年間 800時 間以上 、 2年 間で 1,700時 間以上 、

そ して 1,800時 間になるよ うにや つてきているわ けでございます。 ここの ところが触れ ら

れていないとい うことは、私 と しては、 この全体像 を見たときに誤解 を生むの ではないか
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とい うこ とで指 摘 して お きた い と思 い ます 。

2点 目は、 これ も全 体像 で ご ざいま す が 、 キ ャ リアパ ス に つ いてで ござい ます 。現場 の

人 のハ ー ドル を高 くす る となか なか人 材 確保 が難 しい、 とい うことで議 論 に な って いるか

と思 います が 、従 来 か ら 600時 間 とい うことが議論 され て お りま した。今 度 は 6か 月 とい

う ことに な つて 、450時 間 とい うこと に な つてお ります 。 しか も、 中身が 増 えて い るとい

う ことです 。 中身 が 増 えて い るの に時 間 が減 って い る とい うこ とは 、 も う少 し議 論 をす る

必 要 が あ るの で は な いか と思 い ます 。

その議 論 は 、ハー ドル を下 げ る ことが 、果 た して 人材確 保 に つなが るの か ど うか とい う

こ とが は な は だ疑 間 で あ ります 。こ こに今 日の毎 日新 聞が ございます けれ ども 、「明 日へ の

カル テ ・看護 師 不 足 の 現 場か ら」 とい うとこ ろで、京都 大学 病 院 の エ タ ノー ル誤 注 入事 故

で亡 くな つた方 の母 親 さんが書 いて お られ ます 。 こ うい うこ とをな くす た め に は、 人数 を

増 や し、就職 す る前 の看護 学校 な どで 実 技 や 生命倫 理 の教 育 を強化す べ き 、 こ うい うら、う

に お っ しゃ つて いま す 。 そ うい う点 も含 めま して、 この時 間 が減 る ことに つ いて は い さ さ

か 疑 間 に思 います 。

最 後 に 、 キ ヤ リアパ スの 中で認定介 護 福祉 士の議 論が 出 て お ります が 、 これ は私 が 、条

件 つ きで い い こ とだ とい うら、うに 申 し上 げて お ります 。職 場 を改善 して い く、 1裁 務 遂行 能

力 を高 め て い くとい う意 味 で大 事 だ と。 しか し、あ くま で これ は いわ ゆ る業 界 に お ける認

定 です か ら、国 家 資 格 と しては似 て非 な るものだ とい う理 解 を して お りま す 。 した が いま

して私 た ちは 、附 帯 決 議 に あ った よ うに 、専 門介護 福祉 士 とい うもの を想 定 して これ を議

論 して いた だ きた い 。 その ことが 人材 の確保 につなが って い くんだ とい うふ うに思 つて お

ります 。専 門介 護福 祉 士 は一体 何 か と い います と、 き っち りと した教 育体 系 の 中に組み 込

む ことで ご ざい ます 。 2年 制 の専 門学 校 、短 期大学 で短 期 大 学 士 、 あ るい は専 門学 士 、専

門 士 、その次 に学士 、 そ して修 士課程 の修 士 、 こ うい う職 業教 育 の体 系 を きち っ とや って

い くこ とがキ ャ リア パ ス に とって大事 な展 望 ではな いか 。今 後 十年 を展望 した場 合 に、 こ

の こと を是非 と も皆 さん にお考 えいた だ きた い、 この よ うに思 つてお りま す 。

○ 駒 村 委 員長  ど うぞ 、ほかの 委 員か らも御 発言 をお願 いいた します 。

北村 委 員 、 お願 い いた します 。

○ 北村 委 員  日本 在 宅 介護協 会 の北村 で ございます 。

最 初 に 、実 務 者 研 修 6か 月の ところで ございます 。今更 なが らの発言 で大 変 失礼 です が 、

6か 月 、時 間 は別 に しま して も、 この 研修 あ りき とい う議 論 だ とい うふ うに理 解 は して お

ります が 、先 ほ どよ りあ りま した「質 と量」の F・5題 で 、19年 の 段階 で は 、質 の確 保 を大前

提 に と理 解 して お ります 。その 後 、介 護 労 4動 市場の変化 もあ り、 この間 の ヒア リング を含

め て 、今 の現 場 で働 く人た ちの 疲弊 と い うこ ともあ りま した し、 さま ざま に モ チ ベ
=シ ョ

ンが下 が つて い る とい うよ うな状 況が あ ります 。そ んな 中で 質 と量 、特 に 今 後 につ きま し

て は 、量 の部 分 も十 分意 識 、配 慮 して いただ いて とい う ことが 大前提 では な いの か な と思

つて い る次第 で ご ざい ます 。
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